
迷
惑
行
為
防
止
条
例

昭
和
四
十
二
年
十
月
十
六
日

宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号

〔
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
〕
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

迷
惑
行
為
防
止
条
例

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
人
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
行
為
を
防
止
し
、
も
つ
て
県
民
生
活
の
平
穏
を
保
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
県
民
の
心
構
え
）

第
二
条

県
民
は
、
平
穏
な
日
常
生
活
を
保
持
す
る
た
め
、
相
互
の
協
力
に
よ
つ
て
、
人
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
行
為
を
な
く
す

る
よ
う
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
粗
暴
行
為
の
禁
止
）

第
三
条

何
人
も
、
道
路
、
公
園
、
広
場
、
駅
、
興
行
場
、
飲
食
店
そ
の
他
の
公
共
の
場
所
（
以
下
「
公
共
の
場
所
」
と
い
う
。
）

又
は
汽
車
、
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
の
公
共
の
乗
物
（
以
下
「
公
共
の
乗
物
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、

多
数
で
う
ろ
つ
き
、
又
は
た
む
ろ
し
て
、
通
行
人
、
入
場
者
、
乗
客
等
の
公
衆
に
対
し
、
い
い
が
か
り
を
つ
け
、
す
ご
む
等
不
安

を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
言
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

何
人
も
、
祭
礼
又
は
興
行
そ
の
他
の
娯
楽
的
催
物
に
際
し
、
多
数
の
人
が
集
つ
て
い
る
公
共
の
場
所
に
お
い
て
、
故
な
く
、
人

を
押
し
の
け
、
物
を
投
げ
、
物
を
破
裂
さ
せ
る
等
そ
の
場
所
に
お
け
る
混
乱
を
誘
発
し
、
又
は
助
長
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

（
卑
わ
い
な
行
為
の
禁
止
）



第
三
条
の
二

何
人
も
、
公
共
の
場
所
に
い
る
人
又
は
公
共
の
乗
物
に
乗
つ
て
い
る
人
に
対
し
、
人
を
著
し
く
羞
恥
さ
せ
、
又
は
人

に
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

衣
服
そ
の
他
の
身
に
着
け
る
物
（
以
下
「
衣
服
等
」
と
い
う
。
）
の
上
か
ら
又
は
直
接
人
の
身
体
に
触
れ
る
こ
と
。

二

人
の
下
着
又
は
身
体
（
こ
れ
ら
の
う
ち
衣
服
等
で
覆
わ
れ
て
い
る
部
分
に
限
る
。
以
下
「
下
着
等
」
と
い
う
。
）
を
の
ぞ
き

見
す
る
こ
と
。

三

人
の
下
着
等
を
撮
影
し
、
又
は
撮
影
す
る
目
的
で
写
真
機
、
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
機
器
（
以
下
「
写
真

機
等
」
と
い
う
。
）
を
向
け
、
若
し
く
は
設
置
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
卑
わ
い
な
言
動
を
す
る
こ
と
。

２

何
人
も
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
人
の
衣
服
等
を
透
か
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
写
真
機
等
を
用
い
て
、
公
共
の
場
所
に

い
る
人
又
は
公
共
の
乗
物
に
乗
つ
て
い
る
人
の
下
着
等
を
見
、
又
は
撮
影
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

何
人
も
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
住
居
、
浴
場
、
更
衣
室
、
便
所
そ
の
他
人
が
通
常
衣
服
の
全
部
又
は
一
部
を
着
け
な
い

状
態
で
い
る
よ
う
な
場
所
で
当
該
状
態
に
あ
る
人
を
撮
影
し
、
又
は
撮
影
す
る
目
的
で
写
真
機
等
を
向
け
、
若
し
く
は
設
置
し
て

は
な
ら
な
い
。

４

何
人
も
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
集
会
場
、
事
務
所
、
教
室
そ
の
他
の
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る
よ
う
な
場
所
に

い
る
人
又
は
タ
ク
シ
ー
、
貸
切
バ
ス
そ
の
他
の
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る
よ
う
な
乗
物
に
乗
つ
て
い
る
人
の
下
着
等
を
撮

影
し
、
又
は
撮
影
す
る
目
的
で
写
真
機
等
を
向
け
、
若
し
く
は
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
不
当
な
金
品
の
要
求
行
為
の
禁
止
）

第
四
条

何
人
も
、
公
共
の
場
所
又
は
公
共
の
乗
物
に
お
い
て
、
通
行
人
、
入
場
者
、
乗
客
等
の
公
衆
に
対
し
、
立
ち
ふ
さ
が
り
、

つ
き
ま
と
い
、
い
い
が
か
り
を
つ
け
る
等
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
言
動
を
用
い
て
金
品
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
な
わ
張
り
料
、
用
心
棒
料
等
の
要
求
行
為
の
禁
止
）



第
五
条

何
人
も
、
公
共
の
場
所
に
お
い
て
、
催
物
、
物
品
の
販
売
そ
の
他
の
営
業
を
行
な
い
、
又
は
行
な
お
う
と
す
る
者
に
対
し

、
そ
の
場
所
を
管
理
す
る
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
そ
の
営
業
等
を
行
な
い
、
又
は
行
な
お
う
と
す
る
者
が
そ
の
場
所
を
占
め

る
こ
と
に
つ
い
て
、
う
ろ
つ
き
、
立
ち
ふ
さ
が
り
、
い
い
が
か
り
を
つ
け
る
等
不
安
又
は
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
言
動
を
用

い
て
、
な
わ
張
り
料
、
使
用
料
、
清
掃
料
等
そ
の
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
金
品
を
要
求
し
、
又
は
要
求
を
暗
示
し
て
は
な
ら
な

い
。

２

何
人
も
、
興
行
場
営
業
、
風
俗
営
業
、
飲
食
店
営
業
そ
の
他
の
営
業
を
行
な
い
、
又
は
行
な
お
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
者

か
ら
明
ら
か
な
依
頼
が
な
い
の
に
、
そ
の
営
業
、
設
備
、
営
業
者
若
し
く
は
使
用
人
を
保
護
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
妨
害
若
し
く
は

危
害
を
加
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
う
ろ
つ
き
、
立
ち
ふ
さ
が
り
、
い
い
が
か
り
を
つ
け
る
等
不
安
又
は
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ

う
な
言
動
を
用
い
て
、
用
心
棒
料
、
保
護
料
等
そ
の
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
金
品
を
要
求
し
、
又
は
要
求
を
暗
示
し
て
は
な
ら

な
い
。

（
押
売
行
為
等
の
禁
止
）

第
六
条

何
人
も
、
戸
戸
を
訪
れ
て
、
物
品
の
売
買
、
交
換
、
加
工
若
し
く
は
修
理
、
遊
芸
そ
の
他
の
役
務
の
提
供
又
は
広
告
若
し

く
は
寄
附
の
募
集
（
以
下
「
売
買
等
」
と
い
う
。
）
を
行
な
う
に
際
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

売
買
等
の
申
込
み
を
こ
と
わ
ら
れ
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
物
品
を
展
示
し
、
す
わ
り
込
み
、
立
ち
つ
く
す
等
す
み
や
か
に
そ

の
場
か
ら
立
ち
去
ら
な
い
こ
と
。

二

犯
罪
の
前
歴
を
告
げ
、
暴
力
的
性
行
を
ほ
の
め
か
し
、
住
居
、
建
造
物
、
器
物
等
に
い
た
ず
ら
を
す
る
等
不
安
を
覚
え
さ
せ

る
よ
う
な
言
動
を
す
る
こ
と
。

２

何
人
も
、
公
共
の
場
所
に
お
い
て
、
不
特
定
の
者
に
対
し
て
売
買
等
を
行
な
う
に
際
し
、
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
著
し
く

粗
野
又
は
乱
暴
な
言
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

何
人
も
、
依
頼
又
は
承
諾
が
な
い
の
に
、
物
品
の
配
布
、
加
工
若
し
く
は
修
理
、
遊
芸
そ
の
他
の
役
務
の
提
供
又
は
広
告
を
行



な
つ
て
、
そ
の
対
価
を
し
つ
よ
う
に
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
不
当
な
客
引
き
行
為
等
の
禁
止
）

第
七
条

何
人
も
、
公
共
の
場
所
に
お
い
て
、
不
特
定
の
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
客
引
き
を
す
る
こ
と
。

イ

人
の
性
的
好
奇
心
を
そ
そ
る
見
せ
物
、
物
品
若
し
く
は
行
為
又
は
こ
れ
ら
を
仮
装
し
た
も
の
の
観
覧
、
販
売
又
は
提
供

ロ

歓
楽
的
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
方
法
に
よ
り
異
性
の
客
を
も
て
な
し
て
飲
食
を
さ
せ
る
行
為
又
は
こ
れ
を
仮
装
し
た
も
の
の

提
供

二

前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
行
為
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
提
供
に
係
る
行
為
が
、
人
の
通
常
衣
服
で
隠

さ
れ
て
い
る
身
体
又
は
下
着
に
接
触
し
、
又
は
接
触
さ
せ
る
卑
わ
い
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
人
に
呼
び

掛
け
、
又
は
ビ
ラ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
を
配
布
し
、
若
し
く
は
提
示
し
て
客
と
な
る
よ
う
誘
引
す
る
こ
と
。

三

売
春
類
似
行
為
を
す
る
た
め
、
客
引
き
を
し
、
又
は
客
待
ち
を
す
る
こ
と
。

四

次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
当
該
行
為
を
す
る
役
務
に
従
事
す
る
よ
う
勧
誘
す
る
こ
と
。

イ

人
の
性
的
好
奇
心
を
そ
そ
る
行
為
（
当
該
行
為
を
撮
影
す
る
た
め
の
被
写
体
と
な
る
行
為
を
含
む
。
）

ロ

歓
楽
的
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
方
法
に
よ
り
異
性
の
客
を
も
て
な
し
て
飲
食
を
さ
せ
る
行
為

五

前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
行
為
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
人
の
通
常
衣
服
で
隠
さ
れ
て
い
る
身
体
又
は
下
着

に
接
触
し
、
又
は
接
触
さ
せ
る
卑
わ
い
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
人
に
呼
び
掛
け
、
又
は
ビ
ラ
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
物
を
配
布
し
、
若
し
く
は
提
示
し
て
当
該
行
為
を
す
る
役
務
に
従
事
す
る
よ
う
誘
引
す
る
こ
と
。

六

第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
の
身
体
又
は
衣
服
を
と
ら
え
、
所
持
品
を
取
り
上
げ
、
つ
き
ま

と
う
等
執
よ
う
に
客
引
き
を
し
、
又
は
役
務
に
従
事
す
る
よ
う
勧
誘
す
る
こ
と
。

２

何
人
も
、
対
償
を
供
与
し
、
又
は
そ
の
供
与
の
約
束
を
し
て
、
他
人
に
前
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い



。
３

何
人
も
、
公
共
の
場
所
に
お
い
て
、
不
特
定
の
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
者
と
な
る
よ
う
人
に
呼
び
掛
け
、
又
は
ビ
ラ
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
物
を
配
布
し
、
若
し
く
は
提
示
し
て
誘
引
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
行
為
（
人
の
通
常
衣
服
で
隠
さ
れ
て
い
る
身
体
又
は
下
着
に
接
触
し
、
又
は
接
触
さ
せ
る
卑
わ

い
な
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
の
客

二

第
一
項
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
行
為
（
人
の
通
常
衣
服
で
隠
さ
れ
て
い
る
身
体
又
は
下
着
に
接
触
し
、
又
は
接
触
さ
せ
る
卑
わ

い
な
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
す
る
役
務
に
従
事
す
る
者

４

警
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
誘
引
を
行
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
当
該
誘
引
を
行
う
こ
と
を
や
め
る
べ

き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

何
人
も
、
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
客
引
き
等

」
と
い
う
。
）
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
規
制
を
行
う
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
公
安

委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域
内
の
公
共
の
場
所
に
お
い
て
、
客
引
き
等
を
行
う
目
的
で
、
公
衆
の
目
に
触
れ
る
よ
う
な
方
法
で
客

引
き
等
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
を
待
つ
て
は
な
ら
な
い
。

６

警
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
客
引
き
等
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
を
待
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
当
該

客
引
き
等
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
を
待
つ
こ
と
を
や
め
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
景
品
買
い
行
為
の
禁
止
）

第
八
条

何
人
も
、
遊
技
場
（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号

）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
遊
技
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
営
業
所
又
は
そ
の
付
近
に
お
い
て
、
遊
技
場
の
営
業

者
が
客
に
賞
品
と
し
て
交
付
し
た
物
品
又
は
客
が
遊
技
に
よ
つ
て
得
た
遊
技
玉
を
転
売
し
、
又
は
転
売
す
る
目
的
を
有
す
る
者
に

交
付
す
る
た
め
、
う
ろ
つ
き
、
又
は
客
に
つ
き
ま
と
つ
て
、
そ
の
物
品
若
し
く
は
遊
技
玉
を
買
い
、
又
は
買
お
う
と
し
て
は
な
ら



な
い
。

（
入
場
券
等
の
不
当
な
売
買
行
為
の
禁
止
）

第
九
条

何
人
も
、
入
場
券
、
観
覧
券
そ
の
他
の
公
共
の
娯
楽
施
設
を
利
用
で
き
る
権
利
を
証
す
る
物
又
は
乗
車
券
、
指
定
券
、
寝

台
券
そ
の
他
の
公
共
の
乗
物
を
利
用
で
き
る
権
利
を
証
す
る
物
（
以
下
「
入
場
券
等
」
と
い
う
。
）
を
不
特
定
の
者
に
転
売
し
、

又
は
不
特
定
の
者
に
転
売
す
る
目
的
を
有
す
る
者
に
交
付
す
る
た
め
、
入
場
券
等
を
、
公
共
の
場
所
又
は
公
共
の
乗
物
に
お
い
て

、
買
い
、
又
は
う
ろ
つ
き
、
人
の
進
路
に
立
ち
ふ
さ
が
り
、
人
に
つ
き
ま
と
い
、
人
に
呼
び
掛
け
、
ビ
ラ
そ
の
他
の
文
書
図
画
を

頒
布
し
、
若
し
く
は
提
出
し
、
若
し
く
は
公
衆
の
列
に
加
わ
つ
て
買
お
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

何
人
も
、
転
売
す
る
目
的
で
得
た
入
場
券
等
を
、
公
共
の
場
所
又
は
公
共
の
乗
物
に
お
い
て
、
不
特
定
の
者
に
売
り
、
又
は
う

ろ
つ
き
、
人
の
進
路
に
立
ち
ふ
さ
が
り
、
人
に
つ
き
ま
と
い
、
人
に
呼
び
掛
け
、
ビ
ラ
そ
の
他
の
文
書
図
画
を
頒
布
し
、
若
し
く

は
提
出
し
、
若
し
く
は
入
場
券
等
を
提
示
し
て
売
ろ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
座
席
等
の
不
当
な
供
与
行
為
の
禁
止
）

第
十
条

何
人
も
、
公
共
の
場
所
又
は
公
共
の
乗
物
に
お
い
て
、
不
特
定
の
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら

な
い
。

一

座
席
、
座
席
を
占
め
る
た
め
の
列
の
順
位
又
は
駐
車
の
場
所
（
以
下
「
座
席
等
」
と
い
う
。
）
を
占
め
る
便
益
を
、
対
価
を

得
て
供
与
す
る
こ
と
。

二

座
席
等
を
占
め
又
は
人
に
つ
き
ま
と
つ
て
、
座
席
等
を
占
め
る
便
益
を
、
対
価
を
得
て
供
与
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

（
危
険
行
為
等
の
禁
止
）

第
十
一
条

何
人
も
、
人
が
遊
泳
し
、
又
は
手
こ
ぎ
の
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
小
舟
が
回
遊
す
る
水
面
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
原
動
機
を
用
い
て
推
進
す
る
舟
、
ヨ
ツ
ト
又
は
水
上
ス
キ
ー
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
乗
物
を



み
だ
り
に
疾
走
さ
せ
、
急
回
転
さ
せ
、
蛇
行
さ
せ
る
等
、
遊
泳
し
、
又
は
手
こ
ぎ
の
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
小
舟
に
乗
つ
て
い
る
者

（
以
下
「
遊
泳
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
危
険
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
を
す
る
こ
と
。

二

ゆ
え
な
く
、
遊
泳
者
等
の
身
体
若
し
く
は
浮
輪
そ
の
他
の
器
物
又
は
手
こ
ぎ
の
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
小
舟
に
い
た
ず
ら
を
す
る

等
、
遊
泳
者
等
に
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
を
す
る
こ
と
。

２

何
人
も
、
ス
キ
ー
又
は
ス
ケ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
遊
技
（
以
下
「
ス
キ
ー
等
」
と
い
う
。
）
を
行
な
う
に
際
し
、
ス

キ
ー
等
を
行
な
つ
て
い
る
者
に
対
し
、
ゆ
え
な
く
、
そ
の
直
前
等
に
お
い
て
、
急
停
止
し
、
急
回
転
し
、
又
は
横
断
す
る
等
困
惑

又
は
危
険
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

何
人
も
、
登
山
、
ハ
イ
キ
ン
グ
又
は
キ
ヤ
ン
プ
（
以
下
「
登
山
等
」
と
い
う
。
）
を
行
な
う
場
所
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

進
路
を
示
す
道
標
の
方
向
を
換
え
る
等
、
登
山
等
を
行
な
つ
て
い
る
者
に
対
し
、
道
路
を
誤
ら
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を

す
る
こ
と
。

二

岩
石
、
雪
塊
等
を
落
と
し
、
又
は
転
が
す
等
、
登
山
等
を
行
な
つ
て
い
る
者
に
対
し
、
危
険
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
を

す
る
こ
と
。

三

他
人
が
使
用
し
て
い
る
テ
ン
ト
、
バ
ン
ガ
ロ
ー
等
の
休
憩
若
し
く
は
仮
泊
施
設
の
入
口
に
ゆ
え
な
く
立
ち
ふ
さ
が
り
、
そ
の

内
部
を
の
ぞ
き
見
し
、
又
は
そ
の
施
設
に
い
た
ず
ら
す
る
等
、
そ
の
施
設
の
利
用
者
に
対
し
、
不
安
又
は
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る

よ
う
な
行
為
を
す
る
こ
と
。

４

何
人
も
、
遊
泳
、
行
楽
等
の
た
め
多
数
の
人
が
集
ま
つ
て
い
る
海
浜
、
湖
畔
、
河
川
敷
地
、
公
園
等
の
場
所
に
お
い
て
、
ゆ
え

な
く
、
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
等
を
乗
り
ま
わ
し
て
、
公
衆
に
危
険
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
嫌
が
ら
せ
行
為
の
禁
止
）

第
十
二
条

何
人
も
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
特
定
の
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
（
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関



す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
つ
き
ま
と
い
等
を
除
く
。
）
を
反
復
し
て
し
て
は
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
五
号
（
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
等
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に

掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
身
体
の
安
全
若
し
く
は
住
居
、
勤
務
先
、
学
校
そ
の
他
そ
の
現
に
所
在
す
る
場
所
若
し
く
は
通
常
所

在
す
る
場
所
（
以
下
「
住
居
等
」
と
い
う
。
）
の
平
穏
若
し
く
は
名
誉
が
害
さ
れ
、
又
は
行
動
の
自
由
が
著
し
く
害
さ
れ
る
不
安

を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

一

つ
き
ま
と
い
、
待
ち
伏
せ
し
、
進
路
に
立
ち
ふ
さ
が
り
、
住
居
等
の
付
近
に
お
い
て
見
張
り
を
し
、
住
居
等
に
押
し
掛
け
、

又
は
住
居
等
の
付
近
を
み
だ
り
に
う
ろ
つ
く
こ
と
。

二

そ
の
行
動
を
監
視
し
て
い
る
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
事
項
を
告
げ
、
又
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
く
こ
と
。

三

面
会
そ
の
他
の
義
務
の
な
い
こ
と
を
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
。

四

著
し
く
粗
野
又
は
乱
暴
な
言
動
を
す
る
こ
と
。

五

電
話
を
か
け
て
何
も
告
げ
ず
、
又
は
拒
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
続
し
て
、
電
話
を
か
け
、
文
書
を
送
付
し
、
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
し
、
若
し
く
は
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
等
を
す
る
こ
と
。

六

汚
物
、
動
物
の
死
体
そ
の
他
の
著
し
く
不
快
又
は
嫌
悪
の
情
を
催
さ
せ
る
よ
う
な
物
を
送
付
し
、
又
は
そ
の
知
り
得
る
状
態

に
置
く
こ
と
。

七

そ
の
名
誉
を
害
す
る
事
項
を
告
げ
、
又
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
く
こ
と
。

八

そ
の
性
的
羞
恥
心
を
害
す
る
事
項
を
告
げ
若
し
く
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
き
、
そ
の
性
的
羞
恥
心
を
害
す
る
文
書
、
図

画
、
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ

る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
記
録
媒
体
そ
の
他
の
物
を
送
付
し
若
し
く
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
き
、
又
は
そ
の
性
的
羞
恥
心
を
害
す
る
電
磁
的
記
録

そ
の
他
の
記
録
を
送
信
し
若
し
く
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
く
こ
と
。



２

前
項
第
五
号
の
「
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
（
電
話
を
か
け
る
こ
と
及
び
フ
ァ

ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一

電
子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
そ
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て
情
報
を
伝
達
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事

業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
送

信
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
の
個
人
が
そ
の
入
力
す
る
情
報
を
電
気
通
信
を
利
用
し
て
第
三
者
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と

に
付
随
し
て
、
そ
の
第
三
者
が
当
該
個
人
に
対
し
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
が
提
供
さ
れ
る
も
の
の
当
該
機
能
を

利
用
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

（
指
示
）

第
十
三
条

公
安
委
員
会
は
、
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
行
為
を
事
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下
「
事
業
者
」

と
い
う
。
）
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
当
該
事
業
に
関
し
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
五

項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
当
該
違
反
行
為
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
事
業
の
停
止
）

第
十
四
条

公
安
委
員
会
は
、
事
業
者
が
前
条
の
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
、
又
は
事
業
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ

の
他
の
従
業
者
が
、
当
該
事
業
に
関
し
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
事

業
者
に
対
し
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
当
該
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
聴
聞
の
特
例
）

第
十
五
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
停
止
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
宮
城

県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
期
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
、
行
政
手

続
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
、
か
つ
、
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
通
知
を
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
聴
聞
の
期
日
ま
で
に
お
く
べ
き
相
当
な
期
間
は
、
二
週
間
を
下
回
つ
て
は
な
ら
な
い
。

４

前
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則
）

第
十
六
条

第
三
条
の
二
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
撮
影
し

た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

常
習
と
し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
三
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

二

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
命
令
に
違
反
し
た
者

２

常
習
と
し
て
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

第
十
八
条

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

常
習
と
し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
若
し
く
は
科
料
に
処
す
る
。



一

第
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

第
八
条
、
第
十
条
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

２

常
習
と
し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
二
十
条

第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
若
し
く
は
科
料

に
処
す
る
。

第
二
十
一
条

第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
若
し
く
は
科

料
に
処
す
る
。

（
両
罰
規
定
）

第
二
十
二
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関

し
、
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
二
十
条
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
、
各
本

条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

（
適
用
上
の
注
意
）

第
二
十
三
条

こ
の
条
例
の
適
用
に
あ
た
つ
て
は
、
県
民
の
権
利
を
不
当
に
侵
害
し
な
い
よ
う
に
留
意
し
、
そ
の
本
来
の
目
的
を
逸

脱
し
て
濫
用
す
る
こ
と
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
押
売
等
防
止
条
例
の
廃
止
）

２

押
売
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
押
売
等
防
止
条
例
に
違
反
す
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附

則
（
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
条
例
第
三
十
号
抄
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
昭
和
六
十
年
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
四
年
三
月
二
十
七
日
条
例
第
八
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日
条
例
第
四
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
九
年
三
月
二
十
日
条
例
第
八
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日
条
例
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
条
例
第
七
十
九
号
）



こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
九
年
十
月
六
日
条
例
第
四
十
八
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
の
改
正
規
定
（
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条

第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
条
例
第
十
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
及
び
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


